
姫路市公告第  ７５号 

令和 ８年 ２月２５日 

 

                          姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   制限付一般競争入札について 

 

姫路市工事監督及び設計等並びに工事検査支援業務委託について制限付一般競争入札により契

約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６）第１６７条の６第１項の規定に

より下記のとおり公告する。 

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

⑴  業務名    姫路市工事監督及び設計等並びに工事検査支援業務委託（以下「本業務」

という。） 

⑵ 履行場所  姫路市内 

⑶ 履行期間 令和８年４月１６日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務目的 

本業務は、姫路市建設局道路管理部道路保全課（以下「道路保全課」という。）、長寿命

化対策課（以下「長寿命化対策課」という。）、及び北部道路事務所（以下「北部道路事務

所」という。）が所管する工事の監督支援並びに道路等に関する工事の設計書作成に必要と

なる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成支援を行うとともに、姫路市財政

局工事技術検査室（以下「工事技術検査室」という。）が行う工事検査の支援を行うもので

あり、監督員及び検査員を支援し、姫路市における工事発注の円滑化を図るとともに、円滑

な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 

⑵ 業務の内容 

本業務は、工事ごとに次のアからエまでに掲げる業務を、ウの業務については令和９年３

月期に、ア、イ及びエの業務は履行期間を通じて行うものである。また、イの業務について

は、工事ごとの指示により協議及び打合せの上実施するものであり、指示は発注者から受注

者に対して履行期限を付して行われるものである。 

なお、指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行うため、業務を実施する担当技

術者は、管理技術者の管理下において作業を行うものとする。 

ア 工事監督支援業務 

(ｱ) 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 

(ｲ) 請負工事の施工状況の照合等 

(ｳ) 地元及び関係機関との協議及び調整に必要な資料の作成 

イ 測量及び設計支援業務 

(ｱ) 工事発注図面作成に必要な現地調査 

(ｲ) 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 

ウ 工事検査支援業務 



エ その他 

(ｱ) ア及びイの業務において、発注者に対する技術的助言、提案等 

(ｲ)  アからウまでの業務において、工事契約上重大な事案等が発見された場合の報告、

災害発生時及びそのおそれがある場合など緊急時の情報の収集等 

⑶ 業務の量 

工事監督支援業務の件数は約２０件、測量及び設計支援業務の件数は約７０件を予定し

ている。また、工事検査支援業務は、３月の１か月間で約１００件を予定している。 

詳細については、別紙「業務ボリュームの参考資料」を参照すること。 

 ⑷ 本業務の契約約款（案）及び設計図書は、別に示すとおりとする。 

⑸ 入札手続等担当部局 

〒670-8501 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市建設局道路管理部長寿命化対策課 

電 話 079-221-2957 

ＦＡＸ 079-221-2677 

 

３ 入札参加資格 

入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定。以下「入札制限基準」とい

う。）に該当しない者であること。 

⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年４月１日制

定。以下「暴力団排除要綱」という。）第３条に定める排除対象業者（以下「排除対象業

者」という。）に該当しない者であること。 

⑶ 競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告示第４０８号。以下「告示第４０

８号」という。）第５項の規定により業者登録名簿に登録され、かつ、次の全てに該当す

る者であること。 

ア 業種「各種調査計測」の詳細業種「測量関係」及び「土木コンサル関係」の両業種に

おいて、競争入札に参加する資格を有する者 

イ 法人にあっては、姫路市税（以下「市税」という。）、消費税及び地方消費税並びに

法人税に滞納がない者。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に

滞納がない者（新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨

時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第３条の規定による納税の猶与を受けて

いる場合は、当該猶与以外に国税の滞納がない者。地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第５９条の規定による徴収猶与を受けている場合は、当該猶与以外に姫路市税

に滞納がない者） 

ウ 公告の日から落札決定の日までの間において、次の全てに該当する者 

(ｱ) 姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定。以下「指名停

止等措置要綱」という。）の規定による指名停止（以下「指名停止」という。）を

受けていない者 

(ｲ) 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しない者 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法附則

第２条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立

てを含む。以下同じ。）がなされていない者又は当該申立てがなされている場合におい



て、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者 

オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格

の再認定を受けている者 

カ 入札に参加しようとする者の間に次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれにも該当する関係がな

い者 

(ｱ) 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平成１７年

法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は

民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

ａ 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社

の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、ａについては、会社の一方が

更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合

を除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。 

ａ 組合とその組合員 

ｂ 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが、夫婦の関係である場合 

 ⑷ 次の全てに該当する者であること。 

ア 中立公平性に関する要件 

本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に工期がある市の発注工事（上下水

道局の発注工事を除く。以下同じ。）に参加している者及びその発注工事に参加してい

る者と次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する関係がない者であること。 

なお、発注工事に参加している者とは、当該工事を受注している者及び当該工事の下請

け（測量及び地質調査業務を含む。）をしている者をいう。ただし、本業務の契約日まで

に下請契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。 

(ｱ) 資本関係 

一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又

はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合 

(ｲ) 人的関係 

一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場 

合 

イ 業務実施体制に関する要件 

(ｱ) 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 

(ｲ) 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

ウ 業務実績に関する要件 



平成２８年度以降に完了した同種業務（令和７年度完了予定業務を含む。以下同じ

。）において、１件以上の元請実績を有すること。 

※同種業務とは、国等が発注した土木工事に関する発注者支援業務をいう。以下同じ

。なお、発注者支援業務の内容については、次の表のとおりとする。 

業 務 実 績 業 務 内 容 

積算技術業務 ・積算に必要な現地調査、工事発注図面・数量総括表・数量計

算書の作成、積算資料の作成、積算データ入力までの一連の業

務 

技術審査業務 ・工事発注資料の作成から技術資料の分析・整理までの一連の

業務 

工事監督支援業務 ・材料確認・段階確認等による設計図書との照合、工事検査等

の立合い、監督職員の補助を行う業務 

・指示・地元調整等に必要な資料の作成、工事請負者から提出

された資料と設計図書との照合、工事の設計変更に必要な資料

作成等を行う業務 

品質検査業務 ・材料確認・段階確認等による設計図書との照合、工事検査等

に立合及び監督職員の補助を行う業務 

工事管理業務 ・指示・地元調整等に必要な資料の作成、工事請負者から提出

された資料と設計図書との照合、工事の設計変更に必要な資料

作成等を行う業務 

※国等とは、国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）又

は公益法人（注４）をいう。以下同じ。 

注１）特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令

（平成１３年政令第３４号）第１条に示す、新関西国際空港(株)、首都高速道

路(株)、中日本高速道路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、中間

貯蔵・環境安全事業(株)、阪神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国

連絡高速道路(株)、日本中央競馬会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

、沖縄科学技術大学院大学学園、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行

政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独

立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高

等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教

育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行

政法人自動車事故対策機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開

発法人森林研究・整備機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法

人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立

行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政法

人労働者健康安全機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の

法人、改正前の同令附則第２条及び第３条に示す独立行政法人を含む。）に加

え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団、

文部科学省所管の大学共同利用機関法人をいう。 

注２）地方公共団体とは、地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都道



府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、及び地

方開発事業団）をいう。 

注３）地方公社とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関す

る法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」及び地方住宅供給公社法

に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。 

注４）公益法人とは、次の者をいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年

法律第４８号）に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４

９号）に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、

平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登

記をしていない法人（特例社団法人又は特例財団法人） 

 

⑸ 配置予定管理技術者について、次の要件を満たす者としていること。 

ア 配置予定管理技術者の資格等 

次のいずれかの資格等を有する者 

(ｱ) 技術士（総合技術監理部門－建設又は建設部門） 

(ｲ) 一級土木施工管理技士 

(ｳ) 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会一級土木技

術者 

(ｴ) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は公共工事

品質確保技術者（Ⅱ）  

(ｵ) ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る。） 

イ 配置予定管理技術者に必要とされる同種業務又は類似業務の実績 

平成２８年度以降に完了した同種業務又は類似業務（令和７年度完了予定業務を含

む。以下同じ。）において、１件以上の実績を有すること（照査技術者として従事し

た業務は実績として認めない。）。 

※類似業務とは、国等が発注した土木設計における概略・予備・詳細設計業務及び土木工

事における監理技術者の業務をいう。以下同じ。 

ウ 直接的雇用関係 

本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）は、本業務の受注者（参加希望者

）と直接的雇用関係がなければならない。 

なお、受注者（参加希望者）と直接的雇用関係にあることを証明する資料（社会保

険証の写し等）を添付すること。 

⑹ 配置予定担当技術者について、次のいずれかの資格等を有する者としていること。 

ア 技術士（総合技術監理部門－建設又は建設部門） 

イ 技術士補（建設部門） 

ウ 一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士 

エ 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会一級土木技術者又 

は土木学会二級土木技術者 

オ (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は公共工事品質

確保技術者（Ⅱ）  



カ ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る。） 

 

４ 入札参加申込み及び資格審査 

⑴ 参加希望者は、次に掲げる書類（以下「制限付一般競争入札参加申込書等」という。）

を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 

なお、期限までに制限付き一般競争入札参加申込書等を提出しない者及び入札参加

資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 

ア 制限付一般競争入札参加申込書兼参加資格審査申請書 

イ 誓約書 

ウ 企業の業務実績 

エ 配置予定管理技術者の経歴等 

オ 配置予定管理技術者の同種業務又は類似業務実績 

カ 配置予定担当技術者の資格等 

キ 業務実施体制 

 ⑵ 制限付一般競争入札参加申込書等を配布する期間及び場所 

配布期間 公告の日から令和８年３月１２日まで 

配布場所 

姫路市ホームページで提供 

（https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000032724.html） 

  

⑶ 入札参加申込みの期間等 

提出期間 

令和８年２月２５日から同年３月１２日まで 

（姫路市の休日を定める条例（平成２年姫路市条例第１５号）第２条第１

項各号に掲げる本市の休日を除く。） 

午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

提出場所 

姫路市安田四丁目１番地 

姫路市建設局道路管理部長寿命化対策課（姫路市役所本庁舎６階） 

（以下「長寿命化対策課」という。） 

⑶  姫路市は提出された書類により入札参加資格の審査を行い、その結果を令和８年３月

１３日を目途に発送する制限付一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」

という。）により通知する。 

⑹  入札参加資格がないと認めた者には、確認通知書にその理由を記載する。 

⑹ 参加希望者は、入札参加資格がないと認めた理由について姫路市に対し説明を求めるこ

とができる。その場合には、令和８年３月１９日午後５時までに、入札参加資格がないと

認めたことに対する理由請求を書面にて、長寿命化対策課に提出すること。期日までに当

該請求があった場合は、姫路市はこれに対し速やかに回答する。 

 

５ 設計図書について 

 ⑴ 設計図書の配布期間及び場所 

配布期間 公告の日から令和８年３月１２日まで 

配布場所 
姫路市ホームページで提供 

（https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000032724.html） 



 

６ 質疑 

   設計図書に関して質問しようとするときは、令和８年３月１９日午後３時までに、別に指

定する質疑書に質問事項を記載し、ファイル名を入札参加者の商号又は名称に変更の上、次

のメールアドレス宛てに添付ファイルとして電子メールで送信すること。回答は、令和８年

３月２３日午前９時３０分から次の姫路市ホームページに掲載する。ただし、質問の内容が

制限付一般競争入札参加申込書等に関する場合は回答しないことがある。また、質問の内容

に参加希望者を特定することができる記載があるときは、回答しない。 

送信先 chojumyo@city.himeji.lg.jp 

 質問回答を

示す場所 

姫路市ホームページに掲載する。 

（https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000032724.html） 

 

７ 入札方法等 

⑴ 入札書は指定する様式を使用すること。 

⑵ 本入札には、最低制限価格を設定している。 

⑶ 入札書及び封筒に業務名等を記入し、封筒は密封すること。また、代理の場合は委任状

を入札書と同封すること。 

⑷ 入札を辞退する場合は、事前に理由を付した辞退届を提出すること。 

 

８ 入札及び開札の日時及び場所 

入札及び開札

の日時 

令和８年４月６日 

入札及び開札の時間は、入札参加資格の確認通知の際に通知する。 

入札及び開札

の場所 

入札及び開札の場所は、入札参加資格の確認通知の際に通知する。 

 

９ 入札に関する条件等 

⑴ 入札書に記入する金額は、千円単位とすること。 

⑵ 入札及び開札には必ず出席すること。郵便による入札及び電話による入札は認めない。 

⑶ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

⑷ 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

⑴ 次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 入札参加資格があると認定された確認通知書のない者がした入札、虚偽の内容を記載

した競争参加資格確認申請書等により入札参加を認められた者がした入札、無効の競争

参加資格確認申請書等を提出した者のした入札その他入札に参加する者に必要な資格の

ない者のした入札 

イ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札 

ウ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

エ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札 

オ 最低制限価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）を下回る金額の入

札 



カ 再度入札における入札金額が、初回の入札の最低金額と同額又はこれを超えた入札 

キ 入札書に記名押印のない入札 

ク 入札書中、必要な文字を欠き、又は判読できない入札 

ケ 金額を訂正した入札 

コ 委任のある場合は、代理人の氏名若しくは押印のない入札書による入札又は委任状の

ない入札 

サ 第９項第１号及び第２号に規定する入札に関する条件等に違反する入札 

⑵ 第３項第３号カに定めるいずれかに該当する複数の者のした入札は、全て無効とする。 

ただし、該当する者のうち１者を除く他の全ての者が入札を辞退した場合は、残る１者の

入札は無効としない。 

 

１１ 入札保証金、契約保証金等に関する事項 

⑷  入札保証金については、免除する。 

⑸  契約保証金については、姫路市契約規則（昭和６２年姫路市規則第２９号）第２９条

の規定を適用する。 

 

１２ 落札者の決定 

⑴ 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）以内かつ最低制限価格以

上の入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるとき等、

契約の相手方として著しく不適当であるときは、その者を落札者としないことがある。 

⑵ 開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、くじによ

って落札者を決定することとし、この場合において、落札者となるべき同価格の入札をし

た者は、くじを引くことを辞退することは出来ない。 

 

１３ 再度入札に関する事項 

⑴ 再度入札の回数は２回とし、初回の入札において落札者となるべき入札をした者がない

場合は、直ちに再度の入札を行う。 

⑵ 再度入札には、前の入札において入札に参加しなかった者、無効とされた者及び最低制

限価格を下回った者は、参加できない。  

 

１４ 配置予定技術者について 

⑴ 制限付一般競争入札参加申込書等に記載した配置予定技術者は、原則として変更できな

い。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以

上の技術者であるとの姫路市の了解を得なければならない。 

⑵ 入札参加申込後、入札までの間に配置予定技術者を配置することができなくなったとき

は、入札を辞退すること。 

 

１５ その他 

⑴ 制限付一般競争入札参加申込書等に虚偽の記載をした場合においては、制限付一般競争

入札参加申込書等を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。 

⑵ 落札候補者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、指名停止等措置要綱



に基づく指名停止を行うことがある。 

⑶ 制限付一般競争入札参加申込書等の提出後においては、原則として制限付一般競争入札

参加申込書等に記載された内容の変更を認めない。 

⑷ 落札決定から契約締結までの間に、落札者が入札制限基準若しくは排除対象業者に該当

し、又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。 

⑸ 落札者は、契約締結までに、暴力団排除要綱様式第３号に定める暴力団排除に関する誓

約書を市長に提出しなければならない。 

⑹ 本業務を受注した者（以下「受注者」という。）は、本業務の履行期間中は、市の発

注工事（本業務の担当技術者を派遣している者及び出向を受けている者（以下「派遣元

等」という。）並びに受注者並びに派遣元等と資本面・人事面で関係がある者が受注し

た、本業務履行期間中に工期のある市の発注工事を含む。）に参加することができない。 

なお、「参加」とは、市の発注工事を受注すること及び市の発注工事の下請け（測

量及び地質調査業務を含む。）となることをいい、「資本面・人事面で関係がある」と

は、次のア又はイに該当することをいう。 

ア 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、

又はその出資額の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合 

イ 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている

場合 

 ⑺ 本契約手続において使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号） 

 に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

⑻ 予定価格及び最低制限価格は、非公表とする。 

⑼ 現場説明会は、行わない。 

⑽ 本業務に係る令和８年度予算が成立していない場合は、落札決定を行わず、契約を締結

しないことがある。 



別紙 

 

業務ボリュームの参考資料 

 

１ 令和９年３月３１日までの参考ボリューム 

 

道路保全課・長寿命化対策課・北部道路事務所 土木工事件数（令和６年度発注）  

 

契約金額 工事件数 

５００万円未満 43 

５００万円以上１千万円未満 45 

１千万円以上２千万円未満 27 

２千万円以上３千万円未満 5 

３千万円以上４千万円未満 2 

４千万円以上５千万円未満 2 

５千万円以上６千万円未満 1 

６千万円以上７千万円未満 0 

７千万円以上 0 

計 125 

 

２ 令和９年３月１日から同月３１日までの参考ボリューム 

 

工事技術検査室 土木工事検査実施件数（令和７年３月実績） 

 

 

 

 

 

契約金額 工事件数 

５００万円以上１千万円未満 20 

１千万円以上２千万円未満 25 

２千万円以上３千万円未満 8 

３千万円以上４千万円未満 11 

４千万円以上５千万円未満 7 

５千万円以上６千万円未満 3 

６千万円以上８千万円未満 4 

８千万円以上１億円未満 5 

１億円以上２億円未満 11 

２億円以上 2 

計 96 


